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○洞爺湖町ロゴマーク使用に関する要綱 

平成１８年１２月２７日 

訓令第１０５号 

改正 平成２５年６月２０日訓令第２３号 

（趣旨） 

第１条 洞爺湖町ロゴマーク（別図。以下「ロゴマーク」という。）使用について

は、この要綱に定めるところによる。 

（使用範囲） 

第２条 ロゴマークは、次に掲げる場合を除き、原則として、何においてもその使

用を認めるものとする。 

(1) 政党・政治団体に関するもの 

(2) 宗教に関するもの 

(3) 著しく町のイメージを害するもの 

（使用申請） 

第３条 ロゴマークの使用に際しては、ロゴマーク使用申請書（別記様式第１号）

により、使用目的、使用物件及び内容、使用の予定数量、使用の予定期間を明記

し、町長に申請しなければならない。 

（使用承認） 

第４条 町長は、使用申請を受けた内容について審査し、適当と認めたときは、ロ

ゴマーク使用承認書（別記様式第２号）により、申請者に交付する。 

（使用の変更） 

第５条 使用承認を受けた申請者は、申請した内容に変更が生じた場合、速やかに

町長にロゴマーク使用内容変更申請書（別記様式第３号）を提出しなければなら

ない。 

（完成品の提出） 

第６条 申請者は、申請内容の物件が完成したときには、その完成品若しくは完成

品の写真等を、町長に提出するものとする。 
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（その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年６月２０日訓令第２３号） 

この訓令は、公布の日から施行する。 

別図（第１条関係） 

洞爺湖町ロゴマーク 

１ 名称 洞龍（とうろん）くん 
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別記様式第１号（第３条関係） 

（平２５訓令２３・全改） 

別記様式第２号（第４条関係） 

（平２５訓令２３・全改） 

別記様式第３号（第５条関係） 

 


